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１【提出理由】

　当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府

令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金（又は出資の額）及び事業の内容

名称　　　　　　　　　　AG TECH CORP.

住所　　　　　　　　　　韓国慶尚南道昌原市

代表者の氏名　　　　　　卞鐘文

資本金（又は出資の額）　30億韓国ウォン

事業の内容　　　　　　　自動車部品（ウォーターポンプ等）の製造および販売

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対す

る割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前　　　　　　 －個

異動後　　　6,000,000個（うち間接所有分2,000,000個）

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前　　　　　　 －％

異動後　　　　　100.0％（うち間接所有分33.3％）

（注）　間接所有分は全て当社の連結子会社であるGMB KOREA CORP.の所有分であります。

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

　当社及び当社の連結子会社であるGMB KOREA CORP.がAG TECH CORP.を設立したことに伴い、当該子会社の資本金の額が

当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当することとなりました。

　AG TECH CORP.設立の取締役会では、資本金については、50億韓国ウォンで決議いたしましたが、その内訳は、現金出資30

億韓国ウォン、現物出資20億韓国ウォンであります。

　しかしながら、法人設立登記まで短期間で完了せねばならず、現物出資に対しては裁判所の承認を必要とし時間が掛かる

ことが見込まれるため、現金出資の30億韓国ウォンを先行して法人登記を行っております。今後、６月を目処にGMB KOREA

CORP.が現物出資の20億韓国ウォンを増資する予定であります。

②　異動の年月日

平成25年４月24日

 

以　上
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